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   午前１１時５５分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

＋ ＋

 

○渋谷佐輔委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 総括質疑を続行いたします。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○渋谷佐輔委員長 次に、順位２番、議席番号11

番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私は、長井市の行財政

運営が誤りのないように展開されることを祈り

ながら総括質疑を行います。通告をしておりま

す２点について質問を申し上げますので、明快

な答弁いただきますようにお願いをしておきた

いと思います。 

 通告の１は斎場の問題ですが、先ほど来の関

連がありますので、順序を変えさせていただい

て２番のまちづくりファンドの方から質問をさ

せていただきます。 

 私は今回、私どもの勉強会などにおいても、

ちょっとこの種の提案にしては細部にわたる説

明がなかなかなされない、具体的な計画も不明

確なまま、そしてこの条例や、あるいは要綱な

ども示されない中で出てきたものだなと感じま

した。 

 そこで、項目に沿って具体的にお聞きをした

いと思います。第１点目は、基本的な考え方に

ついて伺います。 

 先ほど午前中の質問の中でおおよそ形は示さ

れたというふうに感じましたが、この制度はど

ういうものなのかについて端的に、商工観光課

長にお伺いをしたいと思います。あわせて市長

には、経過を少し述べられましたけれども、市

として市がこの最終判断をしたのはいつで、ど

ういう機関の会議の中でこれを決定をしたのか

についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お答えします。 

 先ほど申し上げましたように、去年３月に山

形県から、県で基金を創設したいと、フューチ

ャーキャピタルファンドということで、長井市

はオーナーの皆さんもいらっしゃるし応分の負

担をしてほしいと、1,000万円以上という話だ

ったそうですが、依頼がありました。別に私は

県に協力しないという気はありませんけども、

商工会議所の皆さんも検討されて、それは長井

市のまちづくりを応援するのに民間がみずから

やっぱりこの先頭に立ってやらなきゃいけない

と。ところが県に出してしまうと県の審査会で

長井に来るとは限らないということもあります

から、これは長井でつくった方がいいのではな

いかというふうに会議所の役員の皆さんでまち

づくり等に弾力的に活用できるものをつくろう

と。 

 その場合に、さっきも言いましたように「民

都を活用しますともっとできるよ」という話が

日本福祉大学の中村先生からお話をいただいて、

まちづくりにはですね。そうすると、最大で言

うと3,000万円、3,000万円、3,000万円ですと

9,000万円、つまり市のお金は3,000万円なのに

9,000万円の、３倍の仕事ができるということ

になる。最低というとあれですが、最小の場合

ですと１、２、３というふうになっても１、２、

３を足して割ればいいんですから、６のうち３

しか出さない。１は民間で、それから民都でと。

このように２倍はできる、２倍から３倍のまち

づくりができるということになるということが

わかりました。それは弾力的に今までも例があ

るわけですし、随時やってきた。 

 それから、そういうのをしっかり見させてい

ただきながら、この審査会にもちろん、審査会

―９８― 
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 民間都市開発機構の方では、この制度は平成

17年から事業を行っておりまして、新しく追加

された支援メニューでございます。内容といた

しましては、地域住民あるいは企業等によるま

ちづくり事業に助成を行う公益信託または公益

法人に対して資金拠出というふうなことで支援

をするものですというふうなことでございます。

なお、限度額につきましては2,000万円から

5,000万円、それから金額的には当該ファンド

に対する地方公共団体の拠出額、またはファン

ド、先ほど申し上げましたんですが、ファンド

の住民及び地方公共団体の拠出額の２分の１と

いうふうなことで制度的につくっているもので

ございます。 

は10名ぐらいでやって議会の皆さんにも出てい

ただくと。議会であと終わりっていうことじゃ

ないですよ。議会の皆さんにもちゃんと出てい

ただいて、我々も出て、民間もして、識見の皆

さんのあれで審査会でやっぱりしっかりと議論

しながら出していこうと。その場合に、民都の

場合にはハードの方にかなり歴史的建物保存等

に傾いてますが、さっき蒲生委員からも言われ

たように、39ですかね、残りの61というのはソ

フトに回せるわけです。長井市の場合にはフッ

トパスによるやっぱり水のまちをさらにレベル

アップする、あるいは駅前通りをどうするかと

か、あの小桜館をもう少しさらに整備したいと

か、いろいろ緊急の課題があると思います。そ

ういったものに使うためにこの２倍から３倍の

資金を確保するということならばやっぱり今の

方がいいのではないかということで、具体的に

言えば７月に商工会議所との話を持ってやりま

しょうということになったわけでありました。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 市長にお伺いしますけ

れども、私お聞きしたのは、市が最終決定をさ

れたのはいつで、どういう機関でされたのかと

いうことです。もう一度お願いします。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。  協働のまちづくりというのはまさに民間が主

役で、民間の皆さんがみずから金を出して、み

ずからやっぱりこのまちのレベルアップをし、

バージョンアップをすると、そういうときに出

していただけるというのであれば、我々も応分

の２分の１から３分の１出せれば長井市のまち

がぐっとよくなるということができれば、それ

はいいことなのではないかと。これからまちづ

くりが大事だというときに、まさに民間の皆さ

んも参加して主役になって協働のまちづくりに

資するのではないかというふうに思っていると

ころであります。 

＋
○目黒栄樹市長 市としてはこの庁内でも検討い

たしましたが、最終的に私がゴーサインを出し

ました。それはもう、そうですね、予算も大体

終わってから４月ごろではなかったかというふ

うに思いますね。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ７月に話をして４月ご

ろっていうのはちょっとわからないんですが。 

○目黒栄樹市長 市が決めて商工会議所と話をし

て全体で取り組むと。あなたが言うのは市がや

るかやらないかという決定。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうです、そうです。 ○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○目黒栄樹市長 だからそれは私の最終判断で…

…。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 この制度はどういうものかというご質問でご

ざいますが、民間都市開発機構の住民参加型ま

ちづくりファンドの制度はどういうふうなもの

かというふうなご質問だろうというふうに理解

をいたします。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ４月に決めたと、わか

りました。 

 それで、商工観光課長にお伺いしますが、こ

れ基金なわけですけれど、地方自治法では基金
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＋

を設定をする際はこういうふうにしなさいよと

いうことがあるわけですが、これは今回ちょっ

と違うんだと感じますけれども、これ通常の基

金と、地方公共団体が設置をするその基金と今

回組むやつっていうのは違うのですか、どこが

どういうふうに違うんですか、お聞かせくださ

い。 

＋ ＋

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 地方自治法上の基金自体は市が確保するとい

うふうなことが基本だろうというふうに思いま

すが、今回のこの制度につきましては、先ほど

申し上げましたですが、助成を行う公益信託ま

たは公益法人、社団法人または財団法人に対し

て拠出するものだというふうなことになってご

ざいます。市として確保する基金というふうな

ものではないというふうなことでございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 確かにそういう性格だ

と思います。しかし、ただ、市がその例えば商

工観光課長が言われる公益信託に拠出をすると

いう場合でも、この基金というものの性格とい

いますかね、それは地方自治法にのっとった形

で表現をするということが必要だと思います。

例えば地方自治法でいえば、これは地方公共団

体が基金を設立、設置をする際は条例で決めな

さいよというふうにしてるわけです。今回それ

にかわるものというのが示される必要があると

いうふうに私は思うわけですけれども、それは

どれに当たるんですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 市町村の場合の基金

条例というふうな設定をしながら枠組みをつく

っていくわけでございますが、今回この市の条

例に該当するというふうなものとして考えます

と、地場産業振興センターの定款の中に含める

というふうな形になろうかと思います。なお、

その点につきましては今県の方の指導をいただ

いて調整をしておる段階でございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私が申し上げてるのは、

基金を設置をする場合は、基金の設置は必ず、

必ずですよ、条例によることを要し、またはそ

の設置については予算の執行という形式をとる

ものだというふうにしているわけですね。今回

の提案をされる際に、今回は条例制定要らない

わけですから、要らないわけですね、公共団体

が持つ基金じゃないから。だけど、それにかわ

るものというのはどれに当たるんですか、この

間示された資料をいろいろいただきましたけれ

ども、それはどれに当たるんですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず一つは、市の場合の条例に該当するもの

というのは今回お示しした中には入りません。

ただ、その規則等に関する部分になるかと思い

ますが、ただいまお示しをさせていただいた資

料の中に、「（仮称）長井まちづくり基金管理

運営規程（案）」としてお示しをさせていただ

いております。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 いただきました、さっ

き。こういうのっていうのは、普通の場合だと、

基金を設定する際は同時にこの条例案が出てき

てそれで判断するわけですよ、基金というのは

こういう目的で、幾ら、いつまで、だれがどれ

くらい出すのか。その運用の方法は、先ほどあ

りましたけれども果実運用にするのか、あるい

は取り崩し型にするのか、活用できるのはだれ

かとかというものが明らかになって初めてこれ

らができてくるというふうになるわけですけれ

ども、この今回の場合っていうのはとっても不

思議なんですけれども、それらが前段で全く示

されなくて、そして3,000万円だけ出てきたと

いうことになるわけです。これはなかなか判断

しにくいというふうに私は感じるわけですけれ
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○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 ども、ここはどう整理をされたのですか、後で

もいいということだったのでしょうか。 ○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 所管の委員会の皆様方には大変申しわけござ

いませんでしたんですが、最終的な決裁をいた

だくのが16日まで間に合わなかったというふう

なことでございます。先ほども申し上げたんで

すが、17日の日付自体を多少向こうの方の申請

月日に合わさざるを得なかったというふうな状

況があるというふうなことでございます。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 商工会議所さん、それから私ども、それから

地場産業振興センター、それから民都も含めて

でございますが、この３つあるいは４つの機関

の中で内容を詰めていかなければならなかった

というふうな状況がございます。また、９月、

10月あるいは11月も含めてでございますが、諸

事業が立て込んでおったというふうな状況もご

ざいまして、なかなか詳細の部分まで詰め切れ

なかったというふうな状況がございます。そう

いったふうな状況もある中でご理解を得ながら

進めていきたいというふうなことで、このよう

な状況になったというふうなことでございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうすると、本当に17

日にあれ申請したの。何かそこもおかしくなる

んですが。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 17日の日付で提出す

るようにというふうなことでございまして、民

都さんの方の申請の日付は11月の17日というこ

とでございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ちょっといろいろあっ

たからということでしょう。このきょういただ

きました（仮称）長井まちづくり基金基本方針

というのはいつできたんですか。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 何日まで消印有効みた

いなことだったのかなと思います。わかりまし

た。私これとっても不自然だなというふうにこ

れも感じます。 

＋

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 先ほどの蒲生委員の

ご質問の中でお話をさせていただいたんですが、

11月の17日の日付でもって民都の方に申請をさ

せていただいたんですが、その際にこの基本方

針を固めないといけないというふうなことでご

ざいます。民都の方の日付自体を多少さかのぼ

らなければならなかったというふうなことがご

ざいまして、実質的には11月の中旬から下旬の

段階で固めたというふうなことでございます。

決裁をいただいたというふうなことでございま

す。 

 もう一つ、この基金というのは予算執行とい

う形式で設置になるということなんですが、お

およそ先ほど話があった9,000万円をどういう

ふうにこれから使っていくのか、予算ですね、

予算案、これは、これにかわるものっていうの

は何になるんですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 先ほどお渡ししました資料の２枚目の裏側と

言った方がいいでしょうか、４ページ目、頭か

ら４枚目のところでございますが、（４）の資

金事業計画の試算というふうなことでございま

すが、今想定をしております助成の単価等々を

イメージとしてまとめたものでございますが、

基本的にはこんなふうな枠組みを念頭に置きな

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 不思議でしようがない

んですけども、11月に行われたこの産業・建設

常任委員会協議会にこれは何で出てこなかった

んですか。 
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＋

がら、運営審査会の方のご意見などもいただき

ながら、今年度はそれぞれ何件ぐらいを予定し

ながら進めていこうと、申請をいただこうとい

うふうなことで毎年度の事業計画を設定すると

いうふうなことになります。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 きょういただいて初め

て大体そういうことだろうとさっき感じたんで

すけれども、これも、しかしこの間、示さなか

ったのはなぜですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

＋ ＋

○齋藤理喜夫商工観光課長 大変私のふもとりと

いいますか、議会の皆様方に対する資料の提示

等のタイミングをよく理解できてないというふ

うな状況がございまして、常任委員会後にご説

明に上がった方がいいのかどうかというふうな

こともよくわからない状況だったものでござい

ますから、こんなふうな形になったというふう

なことでございます。改めておわび申し上げた

いと思います。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 何も責任がどうのこう

のって私思ってるわけでなくて、事実経過だけ

お聞かせをいただきたかったのです。結局、示

されないままにきょうに至ってしまったという

ことだと整理をします。 

 もう１点伺いますが、私どもの勉強会でお聞

きをしましたけれども、「これは何年間で完結

するんですか」という質問を私しました。その

際、「取り崩し型だから基金なくなるまで」と

いうのが商工観光課長の答弁だったわけですけ

れども、きょうの話をお聞きしますと10年とい

うことが具体的に出てきておった。しかし、ほ

かの人に聞くと、いや、６年だろうという方も

いらっしゃるわけですけれども、これは具体的

に何年の事業ですか、何年間の事業なんですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 何年間の事業という

ふうなことではなくて、今その（４）の方に示

したとおりでございますが、枠としてはこんな

ふうに考えられるというふうなことでございま

す。例えば民都の3,000万円、予定する金額に

ついて何年間のうちにやらなければならないと

いうふうなものでもございません。民都さんの

方では、例えば５年も何もしないというふうな

ことでは困るんだけれども、３年以内に終わら

せないといけないとか５年以内に終わらせない

とだめだとかっていうふうなことでもございま

せん。 

 それから枠としてこんなふうな枠組みがあり

まして、助成を希望する市民の皆さん方の立候

補といいますか、企画あるいは企画案が出てく

れば、これを例えば10年ぐらいの範囲の中で考

えることができるんであれば、10年ぐらいなる

かもしれません。ただ、建物等につきましては、

例えば３件の４つということで12件というふう

なことで考えておりますが、これらはできるだ

け早い時期に手だてをしていかないといけない

だろうというふうに思いますし、まちづくり活

動の助成分野につきましては10件から20件ぐら

いの内容で考えてございます。これらが例えば

10年間のうちにこういったふうなものが予定さ

れると、きっちりと事業提案されるというふう

な状況にはございません。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私気になるのは、結局

期限がない、期間の定めがないっていうのはお

かしいんですけども、定かでないというね、こ

れからやってみないとわからない式のものでこ

ういう基金というのは設置できるんだろうかと

いうのはうんと不思議でしようがない。冒頭申

し上げましたように、基金というのは、大体い

つまで、この期間でこういうことをするために

積み立てを行う、あるいは果実で運用を行う、

こういうところに支援をするということだと思

うんですね。今回ましてや取り崩し型ですから、
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果実運用だとこれエンドレスかもしれないけれ

ども、そうでもない。何となく見えない事業だ

なというふうに感じました。 

 そこで、この（２）に関連してお聞きをしま

すが、私どもの理解では、市が3,000万円、そ

れから市内の民間が3,000万円、民都が3,000万

円、9,000万円というこの考え方、示されてる

わけですけれども、これは、この割合は私は変

わらないのだというふうに理解をしておったわ

けです。いわば市も１、民間も１、民都も１と

いうことで基金構成がされるというふうに理解

をしておりました。ところが午前中の質疑の中

で、そうではないと。仮に民間がこういうふう

に3,000万円までにならなかったら、それの市

と民間を合わせた額の２分の１かな、というこ

とで手だてがなるのだと、民都の方からはとい

うお話をお聞きして、えっと思ったわけですけ

れども、これはそういうことで間違いないので

すか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 ＋
○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 民都の方の要綱上、その２つがあるというふ

うなことを申し上げたところでございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 いや、要綱上そういう

可能性があるという議論をしてるんじゃなくて、

じゃあちょっと質問変えますが、私どもの理解

はこうだったんですよ。今回市が3,000万円を

出しましょうということで予算をまず決めたと

いうふうにするけれども、実際は、来年の２月

までの間に商工会議所を中心にお金をいろいろ

集めてみたけど結局1,000万円しか集まらなか

ったと。だとすると、長井市も3,000万円とは

決めたけど1,000万円なんだよと、民都も1,000

万円なんだよという理解でいたわけです。そう

ではないのですか。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 別に商工観光課長から振られた

わけではありません。あのね、これは3,000万

円は上限なんですよ。ずっとこの８年間は民間

の皆さんに本当に協力してもらって、花火もオ

ペラもＲＯＢＯ－ＯＮＥも何もこうやってきた

わけですが、いつでもそういうふうにどんどん、

またやるから一回ごとにこういうふうに集めら

れるというのでも、これも民間もなかなか大変

と、景気の変動もあるし、それならば、ある程

度民間は出すから同じぐらいでと当初考えてい

たんですが、いたんですがですよ、その要綱を

見たら、その要綱には民間と行政の足して２分

の１は民都が出すと、こういうことですから、

民間が1,000万円しか集まらないで1,000万円し

か要らないと、こっちで1,000万円と、上限は

3,000万円だから1,000万円でもいいわけですが、

というよりは、１と３で間の２を民都が出して

くれるとなれば、これはさっきの３倍にはなり

ませんけども２倍の仕事量にもなるし、それだ

って選択肢の私は一つだと今思っています。そ

れは要綱がそういうふうになっているというこ

とを、それは商工観光課長から聞いて知ってま

すから。この次内谷さんがちゃんとこの私も同

じように良好な関係を車座座談会でおつくりに

なると思いますが、やっぱり景気動向もあるん

だし、今までどおりちゃんとなるかどうかとい

うことだって、それは経済の話ですから。そう

すると、上限は3,000万円というのは、やっぱ

りこれ以上なかなかまちづくりにそんなに、今

10年といっても基金として10年間あるいは数年

間で切り崩すのはそんなにそれ以上の余力はな

いから3,000万円ですが、両方可能性があると

すれば、民間1,000万円だけじゃなくて民都

1,000万円でなくて２になってくれれば、それ

はそっちでいいことですし、それは２月段階で

ある程度決まった段階でまたこれ議論をしてど

っちでいくかと、それは選択肢の中にあるんだ

ろうと思います。 

 なお、民都の常務理事が10月に来てくれたん
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＋

○目黒栄樹市長 基本的に１対１対１で来たんで

すが、今の状況から言うと、例えば必ずしも

3,000万円ということにならないかもしれない

という状況の場合の選択肢を残しておくという

ことですよ。１、１、１でいいということであ

れば、それはそうなると思いますね。これはや

っぱり上限3,000万円だし、それからあれで言

えば補正も２月以降のあれでまた相手とやりと

りがありますからね、補正で減額もできるわけ

だし。ということで、私はやっぱり選択肢は残

しておいた方がいいというふうに思っています。 

＋ ＋

ですよ、それは。結構やっぱりそういう面では

今度は少しずつ、何ていうのかな、応援してく

れるっていうところが結構あるんだと、でも長

井はこんなにまちづくり一生懸命だし、民間の

皆さんも力があるということだから、それは私

もかつてからも国土交通省とは長いつき合いで

したから信頼関係があるから、よし、じゃあ市

長がやっぱりある程度考えられるうちにやりま

しょうと、相手があることだから今まで少し時

間がかかっきたっていうことですよ。向こうだ

って、向こうが全然出なくなったらこの話はな

しになりますからね。向こうのトップに近い常

務理事が来て、よしということになったから、

それで10月に商工会議所もあれを開いて、さら

に11月に常議員でも決めたと、そういうお互い

にやりとりをしながら、できるだけやっぱりま

ちづくりの資金を確保していこうと、こういう

努力だということをご理解いただいてそこをや

っぱり柔軟にしていただいて、審査会でも議会

の代表の皆さんがおいでになるわけだし、報告

せいと言えば常に産業委員会で報告しなきゃい

けないわけですよ。議員の皆さんともしっかり

と連携して議論をしながらやっていくと。しか

し、やっぱりいい話じゃないですかと。２倍か

ら３倍の資金をある程度準備しながら、どうい

うことをやっていくかということを議論してい

くと、というふうに私は思ってきたわけであり

ます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうすると２月になら

ないと、実際今回3,000万円で決めてほしいと

提案してるけども、幾ら長井市が実際拠出をす

るのかというのはわからないということですか。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 今回出させていただいたのは上

限で、これ以上はしませんよと、上限で3,000

万円と、こういうあれであります。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうすると、逆に言う

とその１対１対１もあるし、先ほど商工観光課

長の説明をした民間と市の合計額の２分の１か

3,000万円どっちか少ない方というのもあると。

だけどそれは結果を見ないとわからないという

ことですか、それは２月に判断をするというこ

とですか。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 ○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○目黒栄樹市長 それはやっぱり一つは民間の皆

さんがどれぐらいご協力していただけるかをし

っかり見きわめた上で、なおかつ民都だって、

民間１だから上限１、３プラス割る２だから２

という要綱があるけども、これは１にしてくれ

というふうに言われたら、それはやっぱり我々

も１というふうにならざるを得ないという場合

だってあり得るわけですから、そういった私は

柔軟に構えていくという方がいいと思ってると

○１１番 髙橋孝夫委員 いい話とか悪い話だか

を判断するために今お聞きをしてるんで、そこ

はまだわからないんです。 

 １対１対１だと、3,000万円は今回決めるけ

ど、実際は、だけど民間が幾ら集めれるかによ

って市も出すのを決めるんだという説明だった

と私どもは思ってるんですよ。それはいつ変わ

ったんですか、そうではないと。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 
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ころであります。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 念を押すみたいで申し

わけないけども、商工観光課長、今の考え方で

すか、今みたいな考え方ですか、市長の。私ど

もに今回の提案をしたのは、説明をしたのは。

そこを少し整理してください。 

＋

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず、常任委員会等々の時期というのは民間

の皆様方の方もかなりいい形で考えていただい

たというふうな状況もございまして、その時点

ではそれぞれ3,000万円、3,000万円、3,000万

円というふうな考え方があったというふうなこ

とでございます。考え方があったといいますか、

状況があったというふうなことでございまして、

私の方からの説明につきましては、それが念頭

にあったものでございますから１、１、１とい

うふうなことでご説明をさせていただいたと。

ただ、常任委員会の方の資料の中には、今言い

ました１、２、３というんですか、１、３、２

といいますか、１、３、２というふうな項目が

あるというふうなことでございまして、そちら

の方の説明といいますか、こういったふうな場

合もあるというふうなところのご説明は十分し

てなかったかなというふうに思っております。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 その説明が、例えば先

月の産建の協議会から今日までずっと変わって

きているんだと私は感じるんです。それがこう

いう混乱、なかなか整理し切れない状況を生ん

でるなということだと思います。なかなか理解

できないですね。 

 もう一つ、この経過の部分でお聞きしますけ

れども、先ほどいただいたこの商工会議所の第

298回常議員会会議録を見ると、当日の常議員

会の中では、当初の議題ではなかったんですね、

このまちづくりファンド設立計画っていうのは。

その他で緊急動議として出て、しかもこれ再上

程って書いてあるんですけれども、商工会議所

自体はこれ一回でこの問題を議決をしたのでな

くて、過去何回か議論をして決めたということ

なんですか、ここを教えてください。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 たしかことしの３月ぐらいからのお話はなさ

っておったかなというふうに思うんです。10月

に、事務局のサイドとしては報告というふうな

ことで扱うというふうな予定であったというふ

うに聞いております。その報告をなさった際に

常議員の方から、「これについてはいつまでも

検討というふうなことでなくて、きちっとこの

段階で決議しよう」というふうな発議がなされ、

改めて議案として提示をして議決を得たという

ふうなことでございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 もう一つ不思議でならないのは、この別添の

資料というのは、この資料３ということですか。

これ10月13日にこういう資料が出て示されたと

いうことですか、商工会議所の常議員会で。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 そのとおりでござい

ます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 とっても不思議なのは、

その後にこの常任委員会協議会があって、これ

が出てこないんですよね。何だって不思議だな

と思うしかないわけです。 

 市長、もう一回この資金の関係では確認させ

ていただきたいんですが、先ほどの午前中の質

疑の中で、市長、11月29日の常議員会総会で決

定をされたのだと。特別委員会を設置をしてそ

の3,000万円確保に向けて努力をするというふ

うにおっしゃいましたけれども、そうすると、

この10月の13日に決めたことになってるんです
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けども、会議録ではね。ここだけちょっと整理

していただけませんか、どっちで決めて……。 

＋ ＋

  （「その商工会議所が10月」の声あり） 

○１１番 髙橋孝夫委員 10月13日、これですよ。 

  （「商工会議所でしょ」の声あり） 

○１１番 髙橋孝夫委員 そうです。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは私は商工会議所からあれ

と同じように報告をいただいたんですから、10

月の13日にお決めになったと、報告という形な

のか了承という形なのか、ともかくそういうふ

うに商工会議所が本格的に取り組むと、それか

ら民都も本格的にやるというから、それはやっ

ぱり今度は議案として上限だけでも出さなきゃ

いけないなと、そういう判断をしたわけであり

ます。それで、やっぱりこのまちづくりをこれ

しなきゃいけないわけでしょうし、市長がかわ

ろうがかわるまいが、それはまちづくりはしな

きゃいけないわけですので。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 こういうことですか、

じゃあ13日に承認をしたと、まちづくりファン

ドは。で、特別委員会を設置をしたのは11月29

日だということですか。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 そう私は理解しています。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 それで、この本当に集

まるかっていうところもやっぱりポイントだと

思うんですよ。ここは商工会議所の見通し、心

づもり、腹づもりということもあるでしょうけ

れども、どういうことで、おおよそここから幾

ら、ここから幾ら、ここから幾らっていうのは

もうあって、それに当たるだけという段階にな

ってるのかどうかだけお聞きをいたします。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それは商工会議所が全体でお取

り組みなんですから、どういうふうにおやりに

なるかということについて我々が口出しするこ

とではないというふうに思います。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 市長との話し合いの中

で、大丈夫だぞという表明はあったのですか。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 大丈夫だからでということでな

くて、やっぱり1,000万円、1,000万円、1,000

万円の3,000万円ぐらいでは少し足りないかも

しれないねと、あるいは、でも5,000万円ずつ

というのはこれはなかなか集められないかもし

れないねということで、じゃ、3,000万円ぐら

いならやっぱり責任を持ってやらなきゃいかん

かなと、取り組んでみなきゃいかんかなという

ようなお話であったと、そういう感触だから

我々もそれぐらいでということで、今度は民都

の方ともお話をしたということです。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 努力目標について確認

をされたということだったんでしょう。 

 ３つ目の、この地場産センターの対応、関連

についてお伺いをしますけれども、この地場産

センターにこの基金を置くということになって

いるわけです。地場産センターでは、この基金

管理など新たな業務がふえてくる、これは定款

変えない以上ならないんでしょうけども、これ

どういう体制でこの業務をやろうという構想を

立てられているのかお聞かせください、商工観

光課長。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 地場産業振興センタ

ーの対応につきましては、それ以前に、その前

の前提といたしまして、この基金に関する事務

局というふうなものが必要だろうというふうな

ことで考えてございます。それはこの経過、あ

るいは今後の基金の有効な活用といいますか、

効率的な展開というふうなことから考えますと、

市と商工会議所、地場産業振興センター、この
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枠組みの中で事務局体制をつくっていくという

ふうなことで考えてございます。なお、管理運

営規程の中で今想定をしておりますのは、理事

長からそれぞれの機関の職員に対して、事務局

としての兼任といいますか、委嘱をお願いする

形で体制をつくっていきたいというふうに考え

てございます。 

＋

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 それ、この事務局とい

うのはどれくらいの規模になるんですか。市は

どこが担当になりますか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 想定されるのは、商

工観光課はもちろんでございますが、もう少し

広い立場からの各方面からの体制が必要かなと

いうふうに考えてございまして、例えばまちづ

くり交付金事業を担当するセクション、あるい

は全体の市の計画等を管理する、あるいは見て

いく例えば企画調整課等なども考えることが必

要かなというふうに考えております。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 規模を教えていただき

たいことと、それは今例えば建設課であるとか

いろんな企画調整課とか出てきましたけども、

そこはもう既にそういうことでやるんだよとい

う合意、内部連絡などはもうできてるというこ

とですか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 このファンドの最初

の検討の段階で、今お話を申し上げました課の

打ち合わせを行っていたというふうな経過がご

ざいます。ただ、最終的にこれからこの線でと

いうふうなところまでの確認はまだしておりま

せん。 

   （「何人ですか。」の声あり） 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 ３機関、とりあえず

地場産センター、それから商工会議所、市とい

うことで３つの機関があるわけですが、それか

ら考えますと５名程度かなというふうに考えら

れます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 私、このファンドの事業を具体的に展開をす

るっていうことになると、地場産業振興センタ

ーの職員だけでは到底やれないというふうに心

配をしておりました。それは今言われたような

内容で事務局を構成してするということですか

ら少し安心をするわけですけれども、それにし

ても、寄せ集めで大変だなというふうに思いま

す。 

 これを新たに地場産業振興センターがこの仕

事を受けることによって、地場産業振興センタ

ーに対する運営費補助金が上がったりというこ

とにはならないと思いたいのですが、そこはど

う見積もっておられるんですか。先ほどの午前

中の質疑でも出ましたけれども、この基金の中

からこの事務局費は拠出できない性格のものだ

と私は感じるわけですけれども、そこはどうと

らえておられますか。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず一つは、運営費の補助のアップというふ

うなことはあり得るかというふうなことでござ

いますが、基本的に考えないというふうな方針

をトップの方からいただいてございます。 

 それから、それに要する事務経費等々の部分

につきましては、あくまでも一般の事務、ある

いは私どもの市の方から提供をしております自

主事業の財源等の運営費補助等の財源の中で対

応していただきたいというふうに考えてござい

ます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 さっきも申し上げまし

たけれども、この作業は私はすごい作業だと思

いますよ。特に対市民というところがほとんど
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＋

なわけですよ。直接事業をするところもそうで

す。それから市民団体を育成をしていくという

ことも出てきますよね。そうなると、この作業

量というのは本当に膨大になってくると私は感

じます。今、運営費補助金の上乗せはないとい

うお話でしたが、それでも私はちょっと心配だ

なと思います。きちっとしたものが出た段階で

また教えていただきたいと思います。 

＋ ＋

 もう一つ、このまちづくりファンド助成審査

会というのがありますけれども、これはきょう

いただいたこの資料によりますと、ようやく明

らかになったのですが、定員は10名、任期は２

年ということになっているわけですけれども、

なかなかここの任務が見えないんですよ。理事

長から諮問をされて答申をするということにな

るんでしょうけれども、それだけの作業なので

すか。この審査会が独自に動いていろんな啓発

もする、あるいは働きかけもするなどという任

務になるのですか。そこをお聞かせいただきた

いのと、どこまで決定権があるのか、そして市、

それから地場産業振興センター、この審査会、

商工会議所、これらはどういう相互関係になる

んですか。ちょっとわかるように説明いただき

たいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 まず１点目、助成審

査会の任務というふうなことでございますが、

基本的には申請があった内容を審査をしながら、

この団体あるいはこの活動に対して支援をする

のが適当であろうというふうな意見を出してい

ただくと、まとめていただくということがポイ

ントでございます。ポイントといいますか、一

番重要な部分でございます。その他、基金の運

営等についての意見をいただくというふうな中

身もあるかと思いますが、基本的にはその助成

対象の事案についての審査を基本的に考えてご

ざいます。 

 それから審査会と商工会議所等の機関の関係

でございますが、先ほど申し上げましたこの審

査会の事務局というふうなこと、部分につきま

しては、今お話を申し上げた団体の中から理事

長が委嘱を申し上げて事務局体制をつくってい

くというふうなことで考えてございます。 

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 わかりました。事務局

でつながるのだということだと思います。ここ

はわかりました。 

 最後に入りますけれども、私これどうしても

わかんないのは、こういったものというのは、

やっぱり私は当初で、例えば市長の施政方針で

もちゃんと触れてスタートをさせるべきもので

はないかなというふうに思うんですね。もう一

つ、市の財政、決して好転をしてるわけではな

いのが状態だと思うんですね、今の。そういっ

た中で3,000万円といえば大きいですよ、やっ

ぱり。そういう状況の中で今なぜ立ち上げなけ

ればならないのかというところが疑問になるわ

けですよ。ここは２月までにその申請書、ちゃ

んとした計画を上げなけりゃならないからとい

うことだけですか。財政の状況から見れば、私

は今っていうのはちょっと疑問が残るわけです

けれども、市長の整理についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

○渋谷佐輔委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 まちづくりをしなければいけな

いという意味では、私は厳しい財政の中で民間

の協力を得ながらというふうにして一生懸命や

ってきたつもりです。それで民間もそれなりに

応援してくだされたと、最大限ね、イベント等

も随分できるようになったと。これはやっぱり

そのまま、例えばＲＯＢＯ－ＯＮＥにしろ、マ

イクロマウスの全国大会したからこれで終わり

というんじゃなくて、やっぱりものづくりにつ

ながっていかなきゃいけないし、オペラにした

って５年前のバンドdeオペラからこの「第九」

になり、ようやくゼッキンゲンになり、きのう
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はお玉桜ですか、そういうふうになってきたわ

けですが、そういう民間の皆さんの力をやっぱ

りある程度結集できるようなファンドという組

織、それは県で最初言ってきたわけですが、そ

れでなくて地元である程度基金も取り崩しでき

るという民都の協力が得られるんならやっぱり

今の方がいいと、早い方がいいというふうに私

は思ったところであります。その方が、今の方

がやっぱり民都の協力も得られると、民間の方

の協力も得られると思ってご提案をしたわけで

あります。後でとか、条件が整ってなどといっ

たらほとんどずるずるできなくなるというのが

今までの結果でありますから、私はやっぱり今

やった方がいい、スピーディーにというふうに

なったら今ということだと判断をいたしました。 

＋

○渋谷佐輔委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 まあそういうことを、

多分答弁は返ってくるんだろうと思いましたけ

れども、私は、今回のこのやり方というのは今

までにないやり方だと感じます。しかし、今の

時期、本当に丁寧にこれらをしていかないと大

変なことになるなというのと、何かこの議会が

今この判断を求められているわけですが、それ

にしてはちょっと手順も何もかにもおかしいと

いうのが私質疑させていただいて、まだまだ残

ってるところです。これについては後ほどまた

いろいろあるでしょうからそこにゆだねたいと

思います。 

 ちょっと市民課長には大変申しわけない。通

告をしておきながら、そこまで入っていくこと

ができませんでした。この部分については細部

でお聞かせいただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。終わります。 

○渋谷佐輔委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これより各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

議案第８２号 平成１８年度長井市 

一般会計補正予算第４号についての 

質疑 

 

 

○渋谷佐輔委員長 まず、議案第82号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

 ５番、佐々木謙二委員。 

○５番 佐々木謙二委員 15ページの関係で、建

設課長にまずお伺いをしていきたいと思ってお

ります。 

 先ほど財政課長の方から概要説明がなされた

わけでありますけれども、詳細な中身がちょっ

とわかりにくかったもんですからお聞きをした

いわけでありますが、15節の工事請負費1,280

万円減額されております。それから22節の補償

補てん及び賠償金が460万円減額されておりま

す。これはこの予算書を単にごらんになれば、

道路新設改良工事の中で一部やらなくても済ん

だとか、あるいは安くて済んだとかいうことで

工事請負費が下がったのかなと、それに関連し

て補償補てんの関係も減額されたのかなと、単

純に見ればそういうふうにしか見えません、こ

の予算書では。ところが、いろいろ内訳がある

んじゃないかというふうに思いますので、その

内訳、内容をわかりやすく答弁をいただきたい。 

○渋谷佐輔委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。 

 まず、工事請負費の減額でございますが、市

道八景舘線、これまちづくり交付金事業で行っ

ています泉地内の市道の道路改良です。ここに

ついては当初、工事まで実施する予定でおった

わけですけども、いわゆる土地図の不整合があ

りまして、なかなか進まなかったというのが現

状であります。そういったことで、工事までな
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